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〈議員による賛否一覧〉

ⓒ神栖市



遠藤　富美子　議員
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録画中継

　令和７年第４回定例会の一般質問は12月17日から18日に渡って行われ、９人の議員が市政全般に
ついて、市長はじめ関係部長等に見解を問いました。なお、掲載にあたっては一問一答形式で編集
し、要旨を掲載してあります。詳細については、後日、会議録が神栖市議会ホームページに掲載され
ます。

一  般  質  問

１日目：12月17日（水） ２日目：12月18日（木）

議 員 名

西山　正司　議員

関口　正司　議員

遠藤　貴之　議員

山中　要　議員

橫田　幸治　議員

神﨑　誠司　議員

笹本　浩史　議員

小野田　トシ子　議員
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五
歳
児
健
診
に
つ
い
て

神
栖
市
長
選
挙
に
つ
い
て

　　
　

五
歳
児
健
診
の
検
討
開
始
の
時
期
、

導
入
に
向
け
て
の
具
体
的
な
構
想
が
あ
れ

ば
伺
い
た
い
。

（
野
口
健
康
増
進
部
長
）
令
和
七
年
度
か

ら
検
討
を
開
始
し
、
医
師
会
や
一
部
の
小

児
科
医
へ
の
相
談
を
経
て
、
今
後
は
市
内

全
小
児
科
医
と
の
相
談
調
整
や
関
係
各

課
、
関
係
機
関
と
の
連
携
体
制
の
整
備
の

ほ
か
、
健
診
従
事
者
に
向
け
た
研
修
会
等

を
行
い
、
令
和
九
年
度
導
入
に
向
け
て
準

備
を
し
て
い
き
ま
す
。

　
　

公
立
幼
稚
園
を
認
定
こ
ど
も
園
に
す

る
考
え
は
あ
る
の
か
。

（
木
内
市
長
）
現
状
の
在
籍
園
児
数
の
傾

向
や
既
存
の
民
間
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も

園
と
の
役
割
分
担
、
将
来
の
需
給
バ
ラ
ン

ス
な
ど
、
複
合
的
な
要
因
を
踏
ま
え
、
こ

ど
も
園
の
最
適
な
在
り
方
、
将
来
像
に
つ

い
て
調
査
検
討
を
深
め
て
い
き
ま
す
。

　
　

公
立
幼
稚
園
に
お
け
る
満
三
歳
児
受

け
入
れ
導
入
の
考
え
は
あ
る
の
か
。

（
保
立
教
育
委
員
会
次
長
）
各
園
の
定
員

残
数
に
よ
り
、
受
け
入
れ
可
能
人
数
は
変

動
し
ま
す
が
、
既
に
導
入
し
て
い
る
ほ
か

の
園
の
利
用
状
況
を
踏
ま
え
、
令
和
八
年

度
中
は
各
園
五
名
程
度
で
試
験
的
に
実
施

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

問問

山 中　要  議員

録
画
配
信

　　
　

候
補
者
の
同
数
票
を
想
定
し
て
い
た

か
。

（
境
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
）
い
ず
れ

の
選
挙
に
お
い
て
も
得
票
数
が
同
数
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
初
か
ら

想
定
し
て
い
ま
し
た
。

　
　

全
票
の
開
披
再
点
検
を
実
施
し
た

が
、
有
効
票
か
ら
無
効
票
に
な
る
よ
う
な

票
は
本
当
に
な
か
っ
た
の
か
。

（
境
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
）
開
披
再

点
検
の
結
果
に
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ

う
な
票
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　

今
回
の
執
行
体
制
に
つ
い
て
万
全
の

体
制
が
と
れ
て
い
た
か
。

（
野
口
総
務
部
長
）
一
貫
し
て
公
正
か
つ

適
正
に
行
わ
れ
、
事
務
に
お
け
る
瑕
疵
は

な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

　
　

市
民
か
ら
開
披
再
点
検
に
お
け
る
途

中
経
過
説
明
が
な
か
っ
た
と
の
声
が
あ
る

が
、
な
ぜ
行
わ
な
か
っ
た
の
か
。

（
野
口
総
務
部
長
）
今
回
の
開
披
再
点
検

の
趣
旨
は
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
申

出
に
対
し
て
の
市
選
挙
管
理
委
員
会
の
職

権
に
よ
る
証
拠
調
べ
で
あ
り
、
公
開
の
下

で
実
施
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
必
要
は
な

い
も
の
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

問問

問問

横 田　幸 治 議員

録
画
配
信

公
立
幼
稚
園
に
満
三
歳
児

受
け
入
れ
に
つ
い
て



　　
　

か
み
す
舞
っ
ち
ゃ
げ
祭
り
で
の
、
二

連
ポ
ス
タ
ー
と
類
似
す
る
う
ち
わ
の
配
布

に
つ
い
て
、
見
解
を
伺
い
た
い
。

（
野
口
総
務
部
長
）
舞
っ
ち
ゃ
げ
祭
り
に

お
け
る
配
布
物
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
政

治
団
体
や
政
党
が
主
催
す
る
演
説
会
の
周

知
が
目
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
政
治
活
動
と
み
な
さ
れ
、
規
制
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　

街
宣
車
を
出
す
に
あ
た
り
、
基
準
や

決
ま
り
、
手
続
き
な
ど
を
確
認
し
た
い
。

（
野
口
総
務
部
長
）
政
治
活
動
用
自
動
車

の
使
用
に
つ
い
て
、
告
示
前
の
政
治
活
動

期
間
に
お
い
て
は
、
特
段
規
制
は
な
く
、

申
請
手
続
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一

般
的
に
政
治
活
動
に
お
け
る
特
定
の
候
補

者
へ
の
投
票
の
呼
び
か
け
や
候
補
者
氏
名

の
連
呼
行
為
は
、
公
職
選
挙
法
第
百
二
十

九
条
の
規
定
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
　

開
票
結
果
を
当
日
に
決
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
決
ま
り
や
規
則
、
法

律
な
ど
あ
る
か
。

（
境
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
）
当
日
決

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
決
ま

り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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問

問問

神 﨑　誠 司 議員

録
画
配
信

市
政
運
営
に
つ
い
て

　　
　

（
＊
）
五
育
を
横
断
的
・
総
合
的
に

推
進
す
る
た
め
の
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
、
協

調
性
や
規
範
意
識
な
ど
社
会
性
を
育
む
た

め
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
あ
る
の
か
。

（
木
之
内
教
育
長
）
学
習
指
導
要
領
が
示

す
ビ
ジ
ョ
ン
を
具
現
化
し
、
学
校
の
経
営

理
念
を
示
し
た
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
に
基

づ
き
教
育
活
動
を
進
め
て
お
り
、
「
個
別

最
適
な
学
び
」
、
「
協
働
的
な
学
び
」
の

一
体
的
な
充
実
に
よ
り
、
「
主
体
的
・
対

話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
に
向
け
た
授

業
改
善
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
　

食
育
に
つ
い
て
学
校
か
ら
、
家
庭
や

地
域
へ
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
る
の
か
。

 

（
新
井
教
育
部
長
）
「
給
食
だ
よ
り
」
に

お
い
て
、
献
立
や
栄
養
バ
ラ
ン
ス
に
加
え
、

地
域
の
食
文
化
や
食
事
の
マ
ナ
ー
な
ど
、

食
に
関
す
る
幅
広
い
情
報
を
紹
介
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を

通
じ
、
信
頼
で
き
る
地
元
産
を
含
め
た
食

材
の
使
用
が
子
ど
も
た
ち
の
安
全
・
安
心

な
食
環
境
を
守
っ
て
い
る
こ
と
を
積
極
的

に
発
信
し
て
い
ま
す
。

　
　

新
た
な
学
校
給
食
共
同
調
理
場
の
整

備
を
進
め
て
い
る
が
、
整
備
計
画
に
お
い

て
、
さ
ら
な
る
食
の
安
全
性
向
上
策
を
盛

り
込
む
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

（
木
内
市
長
）
こ
の
事
業
の
方
向
性
を
よ

り
確
実
な
も
の
と
す
る
べ
く
、
熟
考
す
る

た
め
の
時
間
を
確
保
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
設
計
業
務
に
つ
い
て
は
、
一
旦
立

ち
止
ま
っ
て
精
査
す
る
こ
と
も
視
野
に
入

れ
、
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
再
検
討
し

ま
す
。

問

問 問

笹 本　浩 史  議員

録
画
配
信

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の

健
康
を
守
る
、
神
栖
市
独
自

の
食
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て

　
　

＊
【
五
育
】
と
は
？

　

社
会
で
生
き
て
い
く
う
え
で
必
要
な

　

五
つ
の
要
素
。
そ
の
教
育
を
い
う
。

　
　

徳
育  

ー  

道
徳
教
育
。

　
　

食
育  

ー  

食
事
教
育
。

　
　

体
育  

ー  

運
動
教
育
。

　
　

知
育  

ー  

知
識
教
育
。

　
　

才
育  

ー  

才
能
教
育
。

地
域
社
会
に
お
け
る

規
範
意
識
の
向
上
と

徳
育
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
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重
点
支
援
地
方
交
付
金
に
つ
い
て

マ
イ
ナ
保
険
証
に
つ
い
て

高
齢
者
対
策
に
つ
い
て

問 問

高
齢
者
の
「
活
躍
」・「
参
画
」

に
つ
い
て

市
民
後
見
人
制
度
の
活
用
促
進

と
成
年
後
見
人
制
度
に
つ
い
て

　　
　

電
子
ク
ー
ポ
ン
を
活
用
し
た
生
活
者

支
援
の
導
入
を
検
討
で
き
な
い
か
。

（
加
瀬
企
画
部
長
）
商
品
券
を
発
行
す
る

際
に
は
利
用
者
や
事
業
者
の
利
便
性
も
重

要
で
す
が
、
多
く
の
市
民
が
利
用
で
き
る

よ
う
な
方
式
で
あ
る
と
と
も
に
、
費
用
面

も
考
慮
し
な
が
ら
今
後
検
討
し
て
い
き
ま

す
。

　
　

当
市
の
高
齢
者
活
躍
・
参
画
の
現
状

を
伺
い
た
い
。

（
浅
野
福
祉
部
長
）
地
域
支
援
事
業
な
ど

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が

あ
り
、
地
域
支
援
サ
ポ
ー
タ
ー
と
名
付
け

ら
れ
た
こ
の
活
動
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

通
じ
て
地
域
貢
献
を
奨
励
し
、
支
援
す
る

な
ど
生
き
が
い
や
健
康
づ
く
り
を
通
じ
て

生
き
生
き
と
し
た
地
域
社
会
の
醸
成
を
目

指
し
て
い
ま
す
。
元
気
な
高
齢
の
方
々
が

増
え
る
こ
と
で
高
齢
者
自
身
の
介
護
予
防

に
つ
な
が
り
、
結
果
と
し
て
介
護
給
付
費

の
抑
制
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
　

成
年
後
見
人
が
各
種
通
知
等
の
送
付

先
変
更
を
一
括
し
て
登
録
変
更
で
き
る
仕

組
み
を
導
入
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

（
浅
野
福
祉
部
長
）
一
括
し
て
登
録
・
更

新
で
き
る
仕
組
み
を
導
入
す
る
こ
と
は
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
行
政
の
事
務
効

率
化
に
資
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と

か
ら
、
今
後
導
入
に
向
け
て
検
討
し
て
い

き
ま
す
。

問問

問

小野田 トシ子  議員

録
画
配
信

　　
　

高
齢
者
や
デ
ジ
タ
ル
に
不
慣
れ
な
方

へ
の
支
援
体
制
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

（
野
口
健
康
増
進
部
長
）
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
に
健
康
保
険
証
の
利
用
登
録
が
さ

れ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
、
利
用
登
録
の

操
作
方
法
が
分
か
ら
な
い
な
ど
お
困
り
の

方
が
い
た
場
合
に
は
、
国
保
年
金
課
や
市

民
課
、
波
崎
総
合
支
所
市
民
生
活
課
の
窓

口
に
お
い
て
、
市
民
の
方
が
お
持
ち
の
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
市
所
有
の
タ
ブ
レ
ッ
ト

を
用
い
て
操
作
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
い
、
分

か
り
や
す
い
丁
寧
な
説
明
と
周
知
に
努
め

て
い
ま
す
。

　
　

補
聴
器
購
入
助
成
制
度
の
導
入
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

（
浅
野
福
祉
部
長
）
認
知
症
の
予
防
や
発

症
の
遅
延
が
期
待
で
き
る
こ
と
や
聞
こ
え

づ
ら
さ
が
日
常
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
が
市

の
窓
口
対
応
か
ら
も
再
認
識
で
き
た
こ
と
、

助
成
制
度
を
導
入
す
る
市
町
村
が
年
々
増

加
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
補
聴
器
購
入

費
に
係
る
助
成
を
実
施
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　
　

ご
み
の
戸
別
回
収
支
援
の
検
討
は
進

ん
で
い
る
か
。

（
相
原
生
活
環
境
部
長
）
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
効
果
的
な
支
援
策

の
協
議
を
行
っ
て
い
ま
す
。
導
入
時
期

は
、
県
内
の
先
進
事
例
を
参
考
に
し
、
で

き
る
限
り
早
い
時
期
に
事
業
を
開
始
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

遠 藤 富美子 議員

録
画
配
信



　　
　

早
急
に
取
組
む
べ
き
施
策
に
つ
い
て

見
解
を
伺
い
た
い
。

（
木
内
市
長
）
最
重
要
政
策
は
財
政
状
況

の
改
善
で
す
。
施
策
の
一
環
と
し
て
ネ
ー

ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
や
企
業
と
の
ス
ポ
ン
サ
ー

契
約
な
ど
を
展
開
し
、
稼
げ
る
自
治
体
を

目
指
し
て
い
き
ま
す
。

　
　

合
葬
墓
の
建
設
を
早
急
に
実
施
す
る

と
訴
え
て
い
た
が
、
合
葬
墓
建
設
に
つ
い

て
伺
い
た
い
。

（
木
内
市
長
）
南
北
に
長
い
地
域
の
特
性

を
踏
ま
え
、
配
置
や
規
模
の
検
討
を
進

め
、
よ
り
よ
い
墓
地
環
境
を
提
供
で
き
る

よ
う
早
期
建
設
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い

き
ま
す
。

　
　

神
之
池
の
水
が
茶
色
に
濁
っ
て
い
る

が
、
改
善
方
法
は
あ
る
の
か
。

（
西
廣
産
業
経
済
部
長
）
神
之
池
は
農
業

用
の
た
め
池
と
し
て
の
機
能
を
有
し
、
池

の
水
は
取
水
し
て
い
る
常
陸
利
根
川
の
水

質
の
影
響
を
大
き
く
受
け
る
こ
と
か
ら
、

今
後
も
定
期
的
な
水
質
検
査
を
行
い
、
他

の
自
治
体
な
ど
で
実
施
さ
れ
て
い
る
取
組

事
例
を
参
考
に
神
之
池
で
実
施
可
能
な
対

策
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　
　

二
学
期
制
で
は
ど
の
よ
う
な
成
績
を

つ
け
ら
れ
る
の
か
。

（
新
井
教
育
部
長
）
こ
れ
ま
で
と
同
様
に

学
習
指
導
要
領
に
基
づ
き
、
各
教
科
の
単

元
ご
と
、
学
習
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
に

単
元
テ
ス
ト
や
小
テ
ス
ト
な
ど
を
活
用
し

て
適
正
な
評
価
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
二

学
期
制
に
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
評
価
の

観
点
や
基
準
が
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
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問問

問問

西 山　正 司  議員

録
画
配
信

神
之
池
整
備
に
つ
い
て

学
校
教
育
に
つ
い
て

神
栖
市
の
市
政
運
営
に
つ
い
て

新
市
長
の
市
政
運
営
に
つ
い
て

　　
　

市
政
運
営
の
基
本
的
な
考
え
方
を
伺

い
た
い
。

（
木
内
市
長
）
選
挙
を
通
じ
て
市
民
の
声

が
届
く
市
政
運
営
、
財
政
健
全
化
、
医

療
・
子
育
て
・
防
災
へ
の
対
応
強
化
の
三

つ
を
掲
げ
な
が
ら
、
市
民
の
声
を
直
接
聞

い
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
神
栖
町
議
、
市

議
と
し
て
二
十
八
年
間
活
動
す
る
中
で
、

開
か
れ
た
議
会
、
分
か
り
や
す
い
議
会
を

モ
ッ
ト
ー
に
活
動
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、

今
度
は
市
長
と
し
て
開
か
れ
た
市
政
を
目

標
に
掲
げ
、
市
政
運
営
を
進
め
て
い
き
ま

す
。

　
　

財
政
健
全
化
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

 

（
木
内
市
長
）
記
録
的
な
物
価
高
騰
、
社

会
保
障
関
係
費
の
大
幅
な
増
加
、
公
債
費

負
担
の
増
加
な
ど
に
よ
り
厳
し
い
状
況
で

は
あ
り
ま
す
が
、
多
様
化
す
る
市
民
ニ
ー

ズ
に
対
応
し
て
い
く
た
め
、
総
合
的
な
財

政
状
況
を
把
握
し
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
実

施
し
た
政
策
の
優
先
順
位
を
再
検
証
し
、

市
民
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
見
極
め
、
無

駄
の
な
い
持
続
可
能
な
行
政
運
営
を
行
っ

て
い
き
ま
す
。

　
　

今
後
の
事
業
見
直
し
に
つ
い
て
伺
い

た
い
。

（
木
内
市
長
）
全
て
の
事
業
に
お
い
て
見

直
し
は
必
要
で
あ
り
ま
す
が
、
市
が
行
っ

て
い
る
事
業
に
は
、
市
民
生
活
に
直
結
す

る
も
の
や
、
継
続
し
て
進
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
必
要
な
事
業

は
継
続
し
て
実
施
し
、
改
善
で
き
る
事
業

を
で
き
る
限
り
見
直
し
、
必
要
性
が
低
い

事
業
は
、
廃
止
も
検
討
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

問問

遠 藤　貴 之 議員

録
画
配
信
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緑
の
復
元
を

農
業
支
援
を

高
齢
者
の
医
療
費
無
料

　　
　

市
道
の
街
路
樹
の
現
状
と
復
元
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

（
岩
井
都
市
整
備
部
長
）
車
両
の
通
行
の

妨
げ
や
通
学
路
に
お
け
る
見
通
し
の
悪
さ

な
ど
、
道
路
の
管
理
上
危
険
と
判
断
さ
れ

る
街
路
樹
は
撤
去
し
て
お
り
、
復
元
の
予

定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
新
た
に
道
路

を
整
備
す
る
際
に
は
、
周
辺
環
境
や
用
地

の
確
保
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
上

で
、
街
路
樹
の
設
置
を
適
宜
検
討
し
て
い

き
ま
す
。

　
　

農
業
を
本
格
的
に
支
え
る
た
め
の
、

市
の
対
策
を
伺
い
た
い
。

（
西
廣
産
業
経
済
部
長
）
主
な
支
援
策
と

し
て
は
、
新
規
就
農
者
に
対
す
る
農
業
用

機
械
や
農
業
用
ハ
ウ
ス
の
取
得
費
用
に
つ

い
て
の
補
助
事
業
、
安
全
安
心
な
農
産
物

推
進
事
業
費
補
助
と
し
て
減
農
薬
の
取
組

へ
の
補
助
、
経
営
継
続
の
た
め
の
農
業
ハ

ウ
ス
被
覆
資
材
張
替
事
業
費
補
助
、
経
営

面
積
拡
大
の
た
め
の
遊
休
農
地
解
消
支
援

事
業
費
補
助
な
ど
の
支
援
事
業
が
あ
り
ま

す
。

　
　

六
十
五
歳
以
上
の
医
療
費
を
無
料
や

軽
減
措
置
で
き
な
い
か
。

（
野
口
健
康
増
進
部
長
）
六
十
五
歳
以
上

の
医
療
費
無
料
化
に
は
、
膨
大
な
費
用
が

見
込
ま
れ
る
た
め
市
と
し
て
は
大
変
難
し

い
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

問問

関 口　正 司 議員

録
画
配
信

用語を解説！

「質疑」と「一般質問」はどう違うの？？

議会の中でよく聞くワードで、「質疑」と「一般質問」があります。どちらも何かを「質す」という漢字が

使われていますが、何の違いがあるのか、解説します！

・提出された議案などに対して、疑問点などを議員から質問すること。当市
　では「議案質疑」を本会議で行っており、議会HPの議会中継からその様子
　を確認することができます。

質　疑

・議員が定例会において、執行機関（市長や教育長など）に対し、市政全般
　の事務処理、将来の方針、施策の推進状況などを直接問い質す活動です。
　発言には原則として事前に通告が必要です。

一般質問

ただ

ただ
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〔
議
案
第
一
号
〕

　
　

不
正
受
給
が
起
こ
ら
な
い

よ
う
な
チ
ェ
ッ
ク
体
制
は
構
築

で
き
る
の
か
。

　
　

旅
行
命
令
権
者
が
二
週
間

以
内
に
そ
の
領
収
書
等
を

チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

〔
議
案
第
二
号
〕

　
　

こ
の
制
度
に
よ
っ
て
子
ど

も
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の

か
。

　
　

育
児
に
伴
う
孤
立
感
が
軽

減
さ
れ
、
子
ど
も
が
集
団
生
活

を
経
験
で
き
る
環
境
づ
く
り
に

資
す
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　

運
営
は
民
間
任
せ
に
す
る

の
か
。

　
　

民
間
だ
け
で
な
く
、
公
立

の
三
施
設
に
お
い
て
も
実
施
予

定
で
す
。

　
　

国
の
支
援
は
ど
う
か
。

　
　

国
や
県
か
ら
の
補
助
金
に

つ
い
て
は
、
国
の
負
担
割
合
が

四
分
の
三
、
県
と
市
の
負
担
割

合
は
八
分
の
一
と
な
り
ま
す
。

　
　

こ
ど
も
園
化
を
一
緒
に
進

め
る
検
討
は
し
て
い
る
の
か
。

　
　

ま
だ
協
議
に
は
至
っ
て
い

ま
せ
ん
。

　
　

国
と
同
一
の
条
例
な
の
か
、

基
準
が
同
一
な
の
か
。

　
　

上
位
法
の
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
法
の
改
正
の
中
で
、
基

準
に
つ
い
て
は
市
町
村
が
定
め

る
べ
き
内
容
と
な
っ
て
い
る
た

め
、
そ
れ
に
基
づ
き
市
で
定
め

て
い
ま
す
。

　
　

受
入
れ
に
対
し
、
職
員
は

足
り
て
い
る
か
。

　
　

施
設
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
が
、
認
可
基
準
や
確
認
基
準

に
照
ら
し
合
わ
せ
、
無
理
な
く

事
業
が
進
め
ら
れ
る
保
育
士
の

数
を
確
認
し
て
進
め
て
い
き
ま

す
。

〔
議
案
第
十
号
〕

　
　

修
繕
等
に
つ
い
て
、
東
京

の
業
者
で
あ
る
と
時
間
が
か
か

る
と
思
わ
れ
る
が
、
改
善
で
き

な
い
か
。

　
　

契
約
の
相
手
方
は
東
京
の

業
者
で
す
が
、
保
守
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
に
対
し
て
は
、
で
き
る
限

り
地
元
の
業
者
を
使
っ
て
い
た

だ
き
た
い
と
い
う
お
願
い
は
可

能
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　

入
札
に
地
元
の
業
者
は
い

た
の
か
。

　
　

い
ま
せ
ん
で
し
た
。

〔
議
案
第
四
号
〕

　
　

ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
に

つ
い
て
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な

も
の
を
増
や
し
て
い
く
の
か
。

　
　

今
後
は
地
元
企
業
と
の
協

議
を
進
め
、
新
た
な
製
品
な
ど

市
場
調
査
を
し
て
、
ニ
ー
ズ
の

あ
る
も
の
の
発
掘
に
努
め
て
い

き
ま
す
。

　
　

地
域
医
療
推
進
事
業
に
つ

い
て
新
体
制
と
な
っ
た
が
今
後

の
方
針
は
ど
う
な
る
の
か
。

　
　

令
和
元
年
度
か
ら
進
め
て

き
た
き
ら
っ
せ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

等
に
つ
い
て
は
、
当
市
で
勤
務

す
る
事
例
が
増
え
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
の
で
、
一
定
期
間
は
継

続
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

〔
議
案
第
十
五
号
〕

　
　

事
務
業
務
の
Ａ
Ｉ
化
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
る
か
。

　
　

全
て
の
業
務
の
洗
い
出
し

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
至
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、
令
和
七
年
十
二

月
か
ら
一
部
の
課
に
お
い
て
、

事
務
の
Ａ
Ｉ
化
を
試
行
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

問問 答

問答問問 答 答

問答 答問答問答

答問答

問答 問答問

◆
教
育
福
祉
委
員
会

（
小
野
田 

ト
シ
子 

委
員
長
）

◆
総
務
産
業
委
員
会

（
須
田　

光
一 

委
員
長
）

◆
予
算
決
算
常
任
委
員
会

（
神
﨑　

誠
司 

委
員
長
）

◆
総
務
産
業
分
科
会
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〔
議
案
第
十
六
号
〕

　
　

国
保
に
携
わ
る
会
計
年
度

任
用
職
員
は
何
人
い
る
の
か
。

　
　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
人

数
は
、
診
療
報
酬
明
細
書
点
検

員
が
四
名
で
、
国
民
健
康
保
険

事
務
補
助
員
が
二
名
の
、
合
計

六
名
で
す
。

〔
議
案
第
十
七
号
〕

　
　

長
寿
介
護
課
に
は
会
計
年

度
任
用
職
員
は
何
人
い
る
の

か
。

　
　

十
五
名
で
す
。

〔
議
案
第
十
八
号
〕

　
　

後
期
高
齢
者
医
療
事
務
補

助
員
は
、
資
格
な
ど
を
持
っ
て

い
る
の
か
。

　
　

事
務
補
助
員
の
た
め
、
特

に
資
格
等
を
問
う
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

〔
議
案
第
六
号
〕

　
　

減
額
と
な
っ
て
い
る
長
期

前
受
金
戻
入
額
と
、
有
形
固
定

資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出
の
内

容
に
つ
い
て
説
明
し
て
ほ
し
い
。

　
　

長
期
前
受
金
戻
入
と
は
、

国
庫
補
助
金
を
順
次
収
益
化
す

る
も
の
で
す
。
現
金
を
伴
わ
な

い
収
入
で
あ
る
た
め
、
現
金
の

状
況
を
示
す
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ

ロ
ー
に
お
い
て
は
マ
イ
ナ
ス
に

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
め
減
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
有
形
固
定
資
産
の
取
得

に
よ
る
支
出
に
つ
い
て
は
、
令

和
七
年
度
中
の
建
設
改
良
費
の

工
事
費
で
す
。

〔
議
案
第
十
九
号
〕

　
　

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
上
で
減

額
と
な
っ
て
い
る
車
両
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
何
台
あ
る

か
。

　
　

ワ
ゴ
ン
車
四
台
、
タ
ウ
ン

エ
ー
ス
一
台
、
ハ
イ
エ
ー
ス
一

台
、
給
水
車
一
台
の
計
七
台
で

す
。

〔
議
案
第
二
十
号
〕

　
　

減
額
と
な
っ
て
い
る
長
期

前
受
金
戻
入
額
と
、
有
形
固
定

資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出
の
内

容
に
つ
い
て
説
明
し
て
ほ
し
い
。

　
　

長
期
前
受
金
戻
入
と
は
、

施
設
整
備
に
対
す
る
補
助
金
な

ど
を
収
益
化
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
現
金
を
伴
わ
な
い
収

入
で
あ
る
た
め
マ
イ
ナ
ス
で
表

記
し
て
い
る
も
の
で
す
。
有
形

固
定
資
産
の
取
得
に
関
す
る
支

出
に
つ
い
て
は
、
下
水
道
工
事

等
を
実
施
し
た
管
渠
で
す
。

　
　

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
上
で
減

額
と
な
っ
て
い
る
建
物
、
構
築

物
、
機
械
及
び
装
置
、
車
両
運

搬
具
と
は
何
か
。

　
　

建
物
は
中
継
ポ
ン
プ
場
、

構
築
物
は
下
水
道
の
管
渠
等
、

機
械
及
び
装
置
は
中
継
ポ
ン
プ

場
等
の
機
械
装
置
、
車
両
運
搬

具
は
下
水
道
課
所
有
の
車
両
で

す
。

問答問答問答

問 問答答

問 問答 答

◆
教
育
福
祉
分
科
会

◆
都
市
環
境
分
科
会

◎議案における「追認」とは？
　12月定例会で３件の「追認」を求める議案が提出され、原案可決とされました。
あまり聞き慣れない「追認」とは、何か？

　市の財産となるものを取得する際や、契約などについては、その財産の価格や契約額等が一定金
額以上となる場合、議会の議決に付さなければならないと地方自治法や、条例で定められています。
（神栖市：議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例）
　本来の趣旨としては、一定の価格もしくは規模以上の財産の取得、処分が地方公共団体の財政に
影響を及ぼす可能性が大きいことを考慮し、条例で指定する重要な財産については、個々の取得、
処分をなすに当たって議会の議決を要するとしています。
　しかし、リース契約であったり、計画の事業単位ではなく個々の土地の取得を単位として認識し
て議会に上程していなかった場合には、「追認」というかたちで、取得もしくは契約の後に、議会
へ承認を求めるケースが様々な自治体で行われています。



【○：賛成　　×：反対　　欠：欠席　　退：退席　　－：議長】
※　 議長の表決権：過半数議決の場合、議長には表決権がありません。ただし、賛成反対が同数の場合、可決か
否決か決定することになります。
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令和８年神栖市議会・第１回臨時会

議案等議決結果一覧

〈議員による賛否一覧〉

議会の傍聴について
　市議会はどなたでも傍聴できます。受付で住所、氏名等を記入するだけです。
どうぞお気軽にお越しください。（今後の状況に応じて取扱いが変更になる場合があります。）
　なお、本会議の模様は、神栖市議会ホームページからインターネット中継及び録画中継により
ご覧いただけます。



そのほかの活動
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■茨城県市議会議長会議員研修会

請願・陳情ってなに？

■他市議会との交流

　11月14日に、土浦市において茨城県市議会議長会主催の議員研修会が開催されました。
株式会社廣瀬行政研究所代表取締役、及び明
治大学経済学部講師の廣瀬和彦氏による「議
会におけるコンプライアンス」の講演を受講
しました。
　神栖市議会からは、山中要議員、鈴木洋美
議員、遠藤富美子議員が出席しました。

　請願・陳情は、市民などがその要望することを官公署などに申し出る行為であり、市議会
に対しても、法人や外国籍の方も含め、誰でも請願・陳情を提出することができます。

請願･･･国民に認められた憲法上の権利のひとつで、国や県、市に対して、それぞれ意見や要
望ができる制度です。担当の委員会に付託し審査を行い、本会議で採択か不採択かを最
終的に決めます（議決）。なお、提出にあたっては、議員の紹介が必要です。

陳情･･･公の機関に対して特定の事項について適切な措置をとってもらうため、その実情を訴
えることです。陳情は法的根拠をもたないので、議員の紹介は必要ありません。

　11月12日に、香取市、鹿嶋市、潮来市、神栖市の四市議会で親睦交流パークゴルフ大会が
香取市「橘ふれあい公園パークゴルフ場」にて開催されました。スポーツを通じて交流を深
めるとともに、互いに情報交換を行いました。
　神栖市議会からは額賀優議長
をはじめ、６名の議員が参加し、
西山正司議員が二年連続で優勝
しました。

せいがん ちんじょう

詳しくは市議会HPをご確認ください。

国や地方公共団体に意見・要望することができます！
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　編集委員会では、議会や本紙に
対する皆さんのご意見・ご要望などを
お待ちしています。

〒３１４－０１９２
神栖市溝口４９９１－５
神栖市議会事務局
電話 ０２９９－９０－１１７２（直通）
Eメール：gikai@city.kamisu.ibaraki.jp

編
集
後
記

８日　都市環境委員会
15日　教育福祉委員会行政視察
　　 （神奈川県綾瀬市）
16日
21日　議員協議会
22日　総務産業委員会行政視察
　　 （静岡県三島市）
23日　茨城県市議会議長会定例会
26日　議会運営委員会行政視察
　　 （神奈川県横須賀市）
27日
29日　茨城県東市議会議長会定例会
30日　議会運営委員会
　　　第１回臨時会、議員協議会

２日　都市環境委員会行政視察
　　 （神奈川県湯河原町）
３日
16日　議員協議会
　　　茨城県市議会議長会第２回議員
　　　研修会
20日　議会運営委員会

８日　議員協議会
10日　議会運営委員会
17日　議員協議会、議会運営委員会
　　　第４回定例会開会・一般質問
18日　一般質問
19日　議案質疑
　　　総務産業委員会・分科会
　　　教育福祉委員会・分科会
　　　都市環境分科会
25日　議員協議会、議会運営委員会
　　　予算決算常任委員会
　　　第４回定例会閉会

次回の3月議会予定

（令和７年12月～令和８年２月）
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３月５日

６日

７日～８日

９日

10日

11日

12日

13日

14日～15日

16日

17日～19日

20日～22日

23日

24日

(木)

（金）

(土) ～ (日)

（月）

（火）

(水)

（木）

(金)

（土）～（日）

(月)

（火）～（木）

（金）～（日）

(月)

（火）

本会議（開会、提案理由説明）

一般質問

休会

本会議（一般質問）

本会議（一般質問）

本会議（議案質疑）

本会議（議案質疑）

休会（各常任委員会・予算決算常任委員会分科会）

休会

休会（各常任委員会・予算決算常任委員会分科会）

休会（議事整理）

休会

休会（議事整理）

予算決算常任委員会・本会議（委員長報告、討論、採決、閉会）

（予定）

お知らせ

表紙の写真等募集中

　右の予定表は令和８年第１回定
例会（３月）の議会予定です。変更
になる場合がありますので議会の
傍聴を希望される方は事前に事務
局にご確認下さい。

　神栖市議会では、議会だよりの
表紙の写真やイラストを募集して
います。テーマは、神栖にゆかりの
あるものです。詳細は神栖市議会
ホームページをご覧下さい。

〜
〜

〜

〜


